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質問 

理事長が招集した理事会の当日、理事長と副理事長が欠席となった場合でも、理事５

名のうち、理事３名（理事長および副理事長を除く）が出席すれば、理事会を開催す

ることは可能か。 

 

  回答 

 

標準管理規約第５３条（理事会の会議及び議事）では、「理事会の会議（ＷＥＢ会議 

システム等を用いて開催する会議を含む。）は、理事の半数以上が出席しなければ開 

くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」としている。 

よって、理事長および副理事長も理事であり、その他の理事の半数以上の出席があれ 

ば、管理規約上は理事会開催要件を満たすという考え方もある。 

しかしながら、標準管理規約に準拠している場合においては、理事会は、標準管理規 

約第４３条（招集手続）の規定を準用して招集し、標準管理規約第５１条（理事会） 

第３項において、理事会の議長は理事長が務める旨の規定がされていることから、特 

別な理由がない限りは流会とし、改めて開催日時を設定したうえで、理事会を開催す 

ることが望ましい。 

しかしながら、災害等により総会の開催が困難である場合やライフラインに関わる給 

水ポンプ設備が故障した場合など、緊急度が高く、その対応を早急に迫られるような 

な場合には、理事会を開催し、決議することも考えられる。 
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